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　振興公社が指定管理料でハード面の修繕を
しているようにみえます。本来、町の施設は
町が責任と権限を持って修繕を行うべきでは
ないですか。

　毎年のように気温が上がり、部活中に生徒
が倒れたり、亡くなったりといったことが報
道されています。
　体育館にエアコンを設置すべきではないか
と思いますが、どのように考えていますか。

人工透析対象者は何人ですか。

�ひろぼーのグッズを開発するなどの事
業展開は。

�公共施設等への再生可能エネルギー設
備導入等事業に関するF/S調査事業の内
容は。

�一定年齢以上の方には緊急通報システ
ム、マゴコロボタン両方付けることは
できないか。

�対象となる、じん臓機能障害１級の方
は19人です。

�民間で色々取り組んできました。今後、
町としてできる範囲のことはやってい
きたいと思います。

�再生可能エネルギー設備を町内主要な
公共施設に設置できるか、可能性を調
査するものです。

�どちらで連絡したら良いか、分からな
くなる可能性があるため、一方を選択
いただいています。

　令和４年度の移住・定住事業の実績はどう
なっていますか、また、事業の効果は出てい
ますか。

　みかんワイン開発との報道が出ておりまし
たが、みかんの丘を見ると苗木が物足りず、
数が採れるのかとの声が出ています。
　みかんの苗木を整備する考えはありますか。

小磯 利雄 議員

畑中 大子 議員

門馬　巧 議員

遠藤　浩 議員 阿部 憲一 議員

畑中 大子 議員
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施設修繕の責任と権限は質疑質疑

エアコンを設置するべき質疑質疑

移住・定住事業の実績は質疑質疑

みかんの数量確保は質疑質疑

　大きな修繕は町が行い、軽微な修繕は指定
管理料に設けている修繕費の中で対応いただ
くこととしています。
　修繕が生じた場合は全て町で掌握し、予算
の配分等を見ながら、基本的には町が全て担
うような体制で行っていきたいと考えていま
す。

　体育館は断熱構造になっておらず、エアコ
ンを設置するとなると、断熱の部分について
も手を付けて大規模な工事となります。
　そういったことも含めて検討に入っていま
す。

　令和４年度は情報発信、相談窓口体制、体
験ツアー、学生インターン等を実施しました。
　移住者の判別が難しいですが、国の移住支
援金で８件が交付決定となったほか、学生イ
ンターン参加者１人から、将来的に移住した
いとの希望を頂いています。

　枯れた分は補植して本数を維持する取組を
しています。
　今年度、専門家を招いて職員が管理の仕方
を学び、一定の収量があがるように取り組ん
でいます。

小松 復興企画課長

加賀 学校教育課長兼生涯学習課長
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小松 復興企画課長

猪狩 産業振興課長

その他の質疑

改正前 改正後

常任委員会の委員定数を１人削減（５人から４人に）常任委員会の委員定数を１人削減（５人から４人に）
� 次期選挙後の議会から適用

議会議員と町との間の請負状況を透明化議会議員と町との間の請負状況を透明化
広野町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定を可決

　令和５年第２回定例会において、議員定数を10人から８人に改正する条例を可決したことに伴
い、総務文教常任委員会、産業厚生常任委員会、議会運営委員会、広報委員会の委員定数を現行
の５人からどうするのか協議を行い、両常任委員会の委員定数を５人から４人に削減、議会運営
委員会と広報委員会の委員定数を現行の５人とすることとし、広野町議会委員会条例の一部を改
正する条例を発議し、議会において可決しました。

　地方自治法の改正に伴い、地方公共団体と当該議会議員との間で請負が可能となったことから、
広野町議会議員と広野町との間の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適
正化を図るための条例が制定されました。これにより毎年６月に議員は議長に前年度の請負の状
況を報告し、議長は報告の一覧を公表することとなります。

全面的に禁止 年間300万円まで町との請負額が決算
営業額の50％以上を
占める法人は禁止

町との請負額が決算
営業額の50％以上を
占める法人は禁止

　議員が両方の常任委員会を兼務することもできる。定数４人はあまりにも少ない。全国
的に見れば１つの常任委員会で７人から８人は必要だという認識が広まっているなかで、
４人にするのは常軌を逸している。委員会が成立するかの問題になります。

反対 阿部 憲一 議員　定数４人はあまりにも少ない

議員（個人） 議員（個人）
議員が取締役等
を務める法人

議員が取締役等
を務める法人

会　計　名 補　正　額 補正後の予算額

一 般 会 計 3億7539万円 57億3860万円

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険 2806万円 8億3140万円

土 地 開 発 事 業 1498万円 9743万円

公共下水道事業 837万円 2億0647万円

農業集落排水事業 149万円 3697万円

介 護 保 険 1億5786万円 8億2398万円

後期高齢者医療 76万円 2549万円

合計 5億8691万円 77億6034万円

主な内容

・財政調整基金積立金 　　　　　　　　        2億9565万円
・総合グラウンド施設管理費（照明BOX等工事費）1555万円
・林道補修事業（鍋塚線等）  　　　　　　　　　 1350万円
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